
1 

 

資料４ 

精密検査実施医療機関登録制度について 
 

 

長崎県においては、適切な精密検査を県民が受けられるよう精密検査実施機関の登録制

度の導入を検討しています。 

一定の要件を満たす医療機関から申請を受付け、県の登録機関として県民へ公表するこ

とで、県民が適切な精密検査を受診しやすい体制を構築しようとするものです。 

 

令和３年度の各がん委員会において、委員の皆様にご意見をいただき、県において、精密

検査実施機関登録制度の登録要件を作成しました。 

 

 令和４年度の各がん委員会で精密検査実施機関登録制度の導入にあたり、県の提案する

登録制度が精度管理の向上に有用であることを示すため、令和４年２月に、県内の精密検査

実施機関に対して、比較項目調査及び登録要件の充足状況等の調査を行いました。 

調査結果から、登録要件を満たす医療機関と満たさない医療機関を比較すると、要件を満

たす医療機関では、がん検診実績が多く、精度管理がよい状態であることが明らかになりま

した。 

このことから、本登録要件をもとに医療機関登録を進めていくこととしました。 

 

令和５年９月、上記調査結果及び検診機関登録を進めていくことについて、県医師会、各

郡市医師会、市町がん検診担当者向け説明会を実施しました。 

 

 今後、令和６年３月までに運用方法等の制定し、令和６年４月以降、医療機関への精度周

知、登録申請、登録医療機関名簿の作成を行い、R７年２月頃に登録医療機関の公表を予定

しています。 

登録制度の具体的な運用は、実施要領案をもとに、進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 



（目 的）

がん検診精密検査医療機関について一定の要件（登録要件）を満たす医療機関を「精密検査登録医療機関（一覧）」とし、周知
することにより、がん検診の精度管理の維持・向上及び受療の利便性を図る。

長崎県がん検診精密検査医療機関登録制度について

（これまでの取り組み）

① 長崎県がん対策部会各がん委員会にて、胃がん、肺がん、大腸がん、乳がん、子宮がん、それぞれについて精密検査医療機関

の｢登録要件」を検討した（R2～3年度）

登録要件：医療機関の設備・人的配置・医師の研修会・関連学会等への参加・検査結果の早急な報告 等 ※ 別添参照

② 医療機関へアンケート調査を行い「登録要件」を満たす医療機関と満たさない医療機関を比較し、「精度管理の有効性」

や「登録要件の妥当性」検証した（R4.2月） 「精密検査医療機関登録制度¨比較調査¨」。

（今後のスケジュール）

～3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

（県）登録制度 制定

（県）医療機関へ制度周知

（医療機関）登録申請

（県）登録医療機関の選定
名簿の作成

（県）登録医療機関の公表

（R5年度）制度制定まで （R6年度）制度導入：医療機関登録、公表等の運用開始

R6 .8月頃

R7.3月頃

R6.3月
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乳がん検診精密検査医療機関登録の要件（R６.1.26 修正案） 

 

１ 設備等 （以下の項目を全て満たすこと） 

（１） 乳がん検診精密検査実施機関は、次の精密検査及び診断が実施できること。 

(ｱ) 問診・視触診 

・乳腺疾患の診療に熟知した医師が行う、あるいはその監督下で行えること。が望ましい。 

(ｲ) 乳房Ｘ線撮影 

・乳房Ｘ線撮影装置（マンモグラフィ）が日本医学放射線学会の定める使用基準を満たし、

線量（3mGy 以下）及び画質基準を満たすこと。 

・少なくとも２方向撮影、圧迫スポット撮影及び拡大撮影が可能なこと。 

・日本乳がん検診精度管理中央機構が開催する読影講習会又はこれに準ずる講習会を修

了し、十分な読影能力を有する医師により読影されること。 

・日本乳がん検診精度管理中央機構が開催する撮影技術及び精度管理に関する講習会又

はこれに準ずる講習会を修了した診療放射線技師が撮影すること。あるいはその監督

下で撮影されること。 

・日本乳がん検診精度管理中央機構の施設画像評価に合格していること。 

(ｳ) 乳房超音波検査 

・超音波診断装置に適切な深触子（電子リニア式深触子、特にコントラスト分解能、方位

分解能、時間分解能に配慮しているもの）を接続して使用すること。 

・乳房超音波検査に習熟した 日本乳がん検診精度管理中央機構が開催する講習会を終

了した医師、臨床検査技師、診療放射線技師、看護師が検査を行うこと。 

・乳腺疾患の超音波診断に習熟した 日本乳がん検診精度管理中央機構が開催する講習

会を終了した医師が診断すること。 

(ｴ) 細胞診及び組織診 

・細胞診、針生検が可能であること。 

・細胞診の診断は、病理専門医又は細胞診専門医により、組織診の診断は、病理専門医に

より行われること。 

 

２ 人的配置 （以下の項目を全て満たすこと） 

（１） 精密検査を実施する医師は、専門性を有すること。 

（２） 確定診断に至るまでの責任ある体制が構築されていること。 

（３） 精密検査を実施する医師は、日本乳癌学会認定医又は専門医であることが望まし

いが、これらの資格を有していない医師が精密検査を実施する場合は、これらの資格

を有する医師が常勤として働いている他の医療機関と協力体制がとれるようにする

こと。 常勤・非常勤は問わないが、日本乳癌学会の乳腺専門医または認定医が行う

か、その医師を精密検査実施機関の責任医師とし、その監督下に行なわれること。 
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３ 研修会、講習会、関連学会等への参加 

（１） 精密検査を担当する医師は、常に乳がん検診に関する学術的情報や知見を得るこ

とが求められ、県乳がん委員会が指定する研修会（e-learning も含む）については、

２年に１回以上受講することを要件とする。可能であれば毎年受講することが望ま

しい。また、県乳がん委員会が指定する研修会以外では、次に掲げる学会が主催する

総会もしくは地方会のいずれかに２年に１回以上出席することでも要件を満たすこ

ととする。 

(ｱ) 日本乳癌学会  

(ｲ) 日本乳癌検診学会 

（２） 上記の参加者は、受講証、参加証等（コピーで可）を提出すること。 

 

４ その他 

（１） 精密検査の結果判明後は、結果を速やかに報告すること。 

（２） 発見乳がんに関して、県乳がん委員会等が実施する事後調査、確定調査等に積極的

に協力すること。また、がん登録についても同様であること。 

（３） 精検症例を県乳がん委員会等に提出して討議できること。例として、定期的に自施

設の PPV3 を算出して、県乳がん委員会等の求めに応じてそのデータを報告でき

る体制を整えること。なお、PPV3 とは診断カテゴリー４または５と判定され、実

際に組織学的診断を行われた症例における陽性反応的中度を指す。 
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長崎県がん検診精密検査実施医療機関登録制度 実施要領（案） 

１．目 的 

 市町が実施するがん検診の精密検査のための医療機関について、一定の条件を満たす医

療機関の名簿を長崎県がん検診精密検査登録医療機関（以下「精密検査登録医療機関」とい

う。）として作成し、当該がん検診において精密検査が必要と判断された者に対し周知を図

ることにより、がん検診の精度管理の維持・向上と受療の利便を図ることを目的とする。 

 

２．実施機関 

 本事業は長崎県が実施する。なお、本事業は委託できるものとする。 

 

３．登録要件 

 精密検査登録医療機関として満たすべき登録要件は、別紙に定めるとおりとする。 

 

４．登録手続き 

（１）精密検査登録医療機関への登録を希望する医療機関は、登録申請書（様式第１－１～

１－５号）を、長崎県福祉保健部医療政策課長（以下「医療政策課長」という）に提出する。 

（２）医療政策課長は、提出された登録申請書をもとに、長崎県保健医療対策協議会がん対

策部会各がん委員会から意見等を聴取したうえで、登録条件に適合するか否かについて、確

認を行い、精密検査登録医療機関への登録の可否を決定する。 

（３）医療政策課長は、届出書の提出のあった医療機関について、精密検査登録医療機関に

登録することを決定した場合は、当該医療機関に対し、登録通知（様式第３号）により通知

する。 

（４）医療政策課長は、（３）の決定に係る医療機関が登録された精密検査登録医療機関名

簿を作成し、市町、医師会及び検診機関等の関係機関に送付するほか、県ホームページに掲

載することにより公表する。 

 

５．登録の更新 

精密検査登録医療機関の登録期間は最長３年間とし、期間の満了に伴い、必要に応じて登

録の更新を行う。その手続きは４に定める登録手続きに準じるものとする。ただし、登録要

件に不備、不足があった場合には登録更新は認めない。 

 

６．登録内容の変更 

精密検査登録医療機関に登録された医療機関は、提出した登録申請書の内容に変更があ

った場合は、変更届（様式第２号）を速やかに医療政策課長に提出する。 
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７．登録の取り消し 

（１）精密検査登録医療機関が、登録名簿からの取り下げを希望する場合は、辞退届（様式

第４号）により、県に届け出るものとし、県は届け出に基づき精密検査登録医療機関を速や

かに取り消すものとする。 

（２）次の各号に該当するときは、各がん委員会と協議のうえ精密検査登録医療機関を取り

消すことができるものとする。 

 １．登録の要件が満たされなくなったとき。 

 ２．その他、精密検査登録医療機関として不適切と認められるとき。 

 

８．その他 

 この要領に定めるもののほか、がん検診精密検査医療機関の登録に関し必要な事項は、医

療政策課長が定める。 

 

附則 

この要綱は、令和 年 月 日から施行する。 
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